
ボスニア・ヘルツェゴビナ（ＢＨ）情勢月報（平成２７年１２月分） 

平成２８年１月 

在ボスニア・ヘルツェゴビナ日本国大使館 

（注：以下は、現地紙など公開情報をとりまとめたものです。） 

 

１．国内情勢 

（１）国家レベル 

●ＢＨ閣僚評議会が１６年度ＢＨ国家予算案

を採択（３日） 

 ＢＨ閣僚評議会は、総額１７億７，２００万Ｋ

Ｍ（約９億６００万ユーロ）におよぶ１６年度国

家予算案を採択し、ＢＨ大統領評議会による

審議のために送付した。 

 

●ボシュニャクの代表者ら３７名が、暴力的過

激主義を非難する共同声明に署名（４日） 

 政治、学術的及び文化的機関や政党、宗教

コミュニティからのボシュニャク代表者３７名は、

全ての形態のテロ行為を非難し、如何なる暴

力的過激主義にも反対することを示す共同声

明に署名を行った。 

●ノビ・グラードでの国家捜査保護庁（ＳＩＰＡ）

による戦争犯罪容疑者逮捕に対して、ＲＳ政

府がＳＩＰＡ等国家機関との協力取り止めを宣

言（１０日） 

 １０日、ＢＨ検察庁の命令に基づき、ＳＩＰＡは

ノビ・グラード市庁舎、同警察署等に立ち入っ

て書類を押収し、容疑者５名を戦争犯罪関与

の疑いで逮捕した。 

 これに対して、同日中に、ＲＳ政府は、ＳＩＰＡ、

ＢＨ検察庁及びＢＨ裁判所との協力を停止す

ることを決定し、ＲＳ機関への如何なる捜査も、

ＲＳ内務省が妨げることを決定した。同日、Ｒ

Ｓ国民議会も、ＲＳ政府による同決定を支持す

る決議を採択した。 

 こうした事態に対して、上級代表事務所（ＯＨ

Ｒ）は、国家レベル法執行及び司法機関はＢＨ

全土において捜査を行う権限を保持している
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旨を声明文として発出、和平履行評議会（ＰＩＣ）

運営委員会のうち、ＥＵ、米、英、独、蘭、西、

日、土、仏、加及び伊がこれに参加した。 

 

●ＢＨ議会両院がＢＨ閣僚評議会の「民主主

義戦線（ＤＦ）」所属閣僚２名の解任を承認（１

０日） 

 ＢＨ上院及びＢＨ下院は、共に賛成多数によ

り、ＢＨ閣僚評議会からＤＦ所属閣僚２名（マタ

ノビッチＢＨ通信運輸相及びスリャギッチＢＨ

国防副大臣）を解任することを承認した。 

 

●ＳＩＰＡによるＲＳ内捜査に関して、主要関係

者が会合（１３日） 

 メクティッチＢＨ治安相、スタニッチＳＩＰＡ長

官、ルカッチＲＳ内相及びバシッチＲＳ警察署

長がバニャ・ルカで会合を行い、今後の会合

をふまえて、ＢＨ警察機関とＲＳ警察機関の協

力体制について新たな合意を締結することと

なった。 

 １８日、バシッチＲＳ警察署長はＳＩＰＡとの協

力合意案に署名を付し、ＳＩＰＡの署名を得る

ために送付した。 

 

●ＢＨ大統領評議会が１６年度ＢＨ予算案を

採択（１７日） 

 ＢＨ大統領評議会は、ＢＨ財務省から提出さ

れた１６年度予算案に対して、予算の付け替

え等の修正を加え、採択した。 

  

●ＢＨ連邦警察がテロ関連容疑者１１名を逮

捕（２２日） 

 連邦特別警察は、ＢＨ裁判所及びＢＨ検察

庁の命令を受け、サラエボで複数の強行捜査

を行い、テロ関連容疑の疑いで１１名を逮捕し

た。ＢＨ検察庁は、逮捕された人物らがＩＳＩＬに

関与しており、大晦日にテロ行為を計画してい

た疑いがあると述べた。 

 ２５日、ＢＨ裁判所はＢＨ検察庁の要求を受

け、うち８名の容疑者について１ヵ月の拘留延

長を決定した。 

 

●ＢＨ内警察機関が相互支援協定に署名（２

９日） 

 ＳＩＰＡ、ＲＳ警察、ＢＨ連邦警察及びブルチュ

コ特別区警察の代表者らは、ＳＩＰＡ庁舎に集

まり、「ＢＨ内警察機関の間の相互支援及び

作戦協力に関する協定」に署名を行った。同

協定は、支援の提供、全ての形態の犯罪撲滅、

共同警察訓練、情報交換及び経験の共有を

より効果的に行うことを目的としている。 

 

●ＢＨ議会が１６年度ＢＨ国家予算を採択（３０

日） 

 ＢＨ議会で両院において、第一及び第二読

会を了し、予算案からの修正なしに、１６年度

ＢＨ国家予算が採択された。採択された予算

の規模は１７億２千万ＫＭ（約８億７，９４０万

ユーロ）。 

 

（２）エンティティ、特別区 

ア ボスニア・ヘルツェゴビナ連邦（ＢＨ連邦） 

●ＢＨ連邦上院が１６年度ＢＨ連邦予算案を

採択し、ＢＨ連邦予算成立（２９日） 

 採択されたＢＨ連邦予算は総額２５億９，８０

０万ＫＭ（約１３億２，８００万ユーロ）。 

ＢＨ連邦下院は、２２日に同予算案を採択し

た。 

  

イ スルプスカ共和国（ＲＳ） 

●ＲＳ国民議会が１５年度予算の再編を採択

（５日） 
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 再編された１５年度予算は、当初予算から２．

５％増の２０億８，０００万ＫＭ（約１０億６，３５

０万ユーロ）となった。 

 

●ＲＳ憲法裁判所が、ＲＳ国民議会による住

民投票委員会の任命に「民族の死活的利益

（ＶＮＩ）」の侵害はなかったと判断（１０日） 

 ＲＳ憲法裁判所ＶＮＩパネルは、ＲＳ国民議会

による住民投票委員会の任命プロセスに関す

るＲＳ民族評議会ボシュニャク議員団のＶＮＩ

侵害の申立てに対して、同委員会は法的又は

行政的権限を持つ公的機関ではなく、主要民

族の適切な代表を保持する憲法的義務は生

じないとして、ボシュニャク市民のＶＮＩの侵害

はなかったと判断した。 

 

●ＲＳ国民議会が１６年度経済政策及び１６年

度予算を採択（２４日） 

 １２日、ＲＳ政府が１６年度経済政策及び１６

年度予算を採択。１６年度経済政策では、ＲＳ

政府は２．４％の経済成長を予測。１６年度Ｒ

Ｓ予算は、総額３１億ＫＭ（約１５億８，５００万

ユーロ）規模となった。両案は、共にＲＳ国民

議会による審議のために送付され、２４日の

同議会会合において採択された。 

 今年度予算は、年金障害者保険基金（ＰＩＯ

ＲＳ）が予算に組み込まれたことで、例年より

も１０億ＫＭ以上の増額となった。 

 

●ＲＳ国民議会が新ＲＳ労働法を採択（２９日） 

 ＲＳ国民議会の建物外で労働組合による抵

抗活動が行われる中、ＲＳ国民議会は賛成多

数により新ＲＳ労働法を採択。ＲＳ内野党らが

同法案に反対し、投票前に退席した。 

 

 

２．外政 

（１）国際機関、フォーラム 

●ツルナダクＢＨ外相がアフガニスタンにおけ

る「確固たる支援作戦」参加国による北大西

洋理事会（ＮＡＣ）外相級会合に参加（１日） 

 会合では、アフガニスタン情勢やアフガニス

タン軍への支援、将来的なＮＡＴＯ・アフガニス

タン間協力について協議された。ツルナダクＢ

Ｈ外相は、アフガニスタン政権に対する支援

の継続を歓迎し、ＢＨによるアフガニスタンに

おけるＮＡＴＯミッションへの貢献を紹介した。 

 

●ツルナダクＢＨ外相のＯＳＣＥ閣僚級会合

（於ベオグラード）への参加（３－４日） 

 会合において、ツルナダクＢＨ外相は、セル

ビアのＯＳＣＥ議長国としての活動を称え、ＩＳＩ

Ｌによる暴力的過激主義の問題を強調し、ＢＨ

がテロ撲滅に向けて取組み、対ＩＳＩＬ有志連合

への支援を継続すると述べた。 

 ３日、ツルナダクＢＨ外相は会合の傍らでラ

ヴロフ・ロシア外相と会談。政治、治安及び経

済問題について協議した。ラヴロフ外相は、Ｂ

Ｈがウクライナ危機に関して対ロシア制裁に

賛同せず、ウクライナへの兵器輸出を控えて

いることに謝意を表明した。また、ラヴロフ外

相は両国間の投資促進保護協定の締結や、

天然ガスの供給、ＢＨからロシアへの農産品

輸出について言及した。同日、ツルナダクＢＨ

外相はマケイ・ベラルーシ外相及びリディント

ン英外務閣外大臣ともそれぞれ会談を行っ

た。 

 

●第一回安定化・連合理事会（於ブリュッセル）

の開催（１１日） 

 同理事会は、モゲリーニＥＵ外務・安全保障
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政策担当上級代表が議長をつとめ、ハーン欧

州近隣政策・拡大担当欧州委員も同席する中

で行われた。ＢＨ側からは、ズビズディッチＢＨ

閣僚評議会議長らが出席した。 

 同理事会は、安定化・連合協定（ＳＡＡ）の発

効を歓迎し、１５年中のＢＨによるＥＵ加盟に

向けた進展を賞賛した。同理事会は、改革ア

ジェンダの履行に関して本質的な前進が、ＢＨ

によるＥＵ加盟申請の検討に必要との考えを

示した。また、社会経済状況の改善に集中し、

エンティティによる住民投票等によってその注

意が逸れないよう促した。 

 

（２）要人往来、国際会議等 

●ツルナダクＢＨ外相のハンガリー訪問、シー

ヤールトー・ハンガリー外務貿易大臣との会

談（７日） 

 会談では両国間の、特に経済協力及び貿易

拡大中心とした関係強化について協議した。

また、両名はＢＨのＥＵ加盟プロセスや、ベル

リン・プロセスを通じた域内協力強化や、ビシ

ェグラード・グループと西バルカン諸国間の協

力深化についても協議した。また、ツルナダク

ＢＨ外相の招待に応じ、シーヤールトー・ハン

ガリー外務貿易大臣が１６年中にＢＨを訪問

すると伝えた。 

 

●チョービッチＢＨ大統領評議会議長及びイ

ゼトベゴビッチＢＨ大統領評議会メンバーのブ

リュッセル訪問、モゲリーニＥＵ外務・安全保

障政策担当上級代表及びハーン欧州近隣政

策・拡大担当欧州委員との会談（９日） 

 チョービッチＢＨ大統領評議会議長及びイゼ

トベゴビッチＢＨ大統領評議会メンバーは、会

談においてＢＨのＥＵ加盟プロセスへの進展

状況を説明。全ての当事者が目標達成のた

めに取り組んでいると伝えた。モゲリーニＥＵ

外務・安全保障政策担当上級代表及びハー

ン欧州近隣政策・拡大担当欧州委員は、ＢＨ

の目に見える進展を歓迎した。 

 

●チョービッチＢＨ大統領評議会議長及びイ

ゼトベゴビッチＢＨ大統領評議会メンバーが

「ＢＨの欧州への未来－デイトン和平合意２０

周年」（於ブリュッセル）に参加（９日） 

 会議には、両名のほか、モゲリーニＥＵ外

務・安全保障政策担当上級代表、ハーン欧州

近隣政策・拡大担当欧州委員、ドール欧州人

民党（ＥＰＰ）党首、イー米国務次官補代理、イ

ンツコ上級代表らが出席した。 

 

●ルクシッチ・モンテネグロ副首相兼外務・欧

州統合大臣のＢＨ訪問、ツルナダクＢＨ外相と

会談（９日）  

 両名ともに、ＢＨとモンテネグロの両国間関

係が良好であり、懸案事項もないことを認めた。

ツルナダクＢＨ外相は、モンテグロがＮＡＴＯ加

盟の招待を得られたことを歓迎すると伝えた。 

 

●チョービッチＢＨ大統領評議会議長及びイ

ゼトベゴビッチＢＨ大統領評議会メンバーのト

ルコ訪問、エルドアン・トルコ大統領及びダー

ヴトオール・トルコ首相との会談（１０－１１日） 

 エルドアン・トルコ大統領は、ＢＨ大統領評議

会の訪問を喜び、両国間の協力関係強化の

上で今回の訪問が重要であると述べた。エル

ドアン大統領は、トルコがＢＨの経済発展に注

目しており、開発プロジェクトを通じた援助を

継続すると伝えた。会合では、両国間関係の

ほかに、中東問題について協議を行った。 

 ダーヴトオール・トルコ首相との会談では、Ｂ

Ｈにおける、中小企業を中心としたトルコ投資
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の拡大に向けたコミットメントが表明された。 

 チョービッチＢＨ大統領評議会議長及びイゼ

トベゴビッチＢＨ大統領評議会メンバーは、こ

のほか、アタテュルク廟、アンカラ大学及びト

ルコ大国民議会を訪問した。 

 

●チョービッチＢＨ大統領評議会議長のサウ

ジ・アラビア訪問、サルマン国王及びムハンマ

ド・ビン・サルマン副皇太子との会談（１６日） 

 両名は、両国間の関係は極めて良好かつ友

好的である一方、多くの分野において更なる

協力の余地があることを確認した。チョービッ

チＢＨ大統領評議会議長は、サウジ・アラビア

との良好な関係を維持すると述べ、サルマン

国王をＢＨに招待し、サルマン国王はこれを受

け入れた。 

 サルマン副皇太子との会談では、テロ情勢

について協議が行われた。 

 

●ツルナダクＢＨ外相のセルビア訪問、ダチッ

チ・セルビア外相と会談（３０日） 

 両外相は、二国間関係、域内協力及び将来

的な両国の課題について協議した。ツルナダ

クＢＨ外相は、セルビアのＥＵ加盟交渉開始を

歓迎し、交渉プロセスが円滑かつ効果的に進

むことへの期待を表明した。また、ハイレベル

の要人往来や二国間条約の署名に示される

ように、二国間関係が良好であることが確認さ

れた。 

 

３．経済 

（１）経済指標 

●雇用／失業者数 

 ＢＨ統計局の発表によると、１５年１０月のＢ

Ｈ全体の雇用者数は７１７，２９７人、失業者数

は５３６，９０２人で失業率は４２．８％となっ

た。 

 

●平均給与 

 ＢＨ統計局の発表によると、１５年１０月のＢ

Ｈにおける平均給与は８２６ＫＭだった。 

 

●消費者物価指数 

 ＢＨ統計局の発表によると、１５年１１月は、

１５年１０月と比較して、消費者物価指数は０．

２％下落。年間比較では、１．８％下落した。 

 

●貿易額 

 ＢＨ統計局の発表によると、１５年１月から１

１月までのＢＨの輸出額は８２億３，０００万Ｋ

Ｍ（約４２億８００万ユーロ、１４年同時期と比

較して３．５％増）、輸入額は１４５億１，６００

万ＫＭ（約７４億２，２００万ユーロ、１４年同時

期と比較して１．９％減）。 

・輸出相手国上位５ヵ国（貿易額、１５年１月か

ら１１月）：①ドイツ（１３億１，０００万ＫＭ／約６

億６，９８０万ユーロ）、②イタリア（１１億１，３０

０万ＫＭ／約５億６，９００万ユーロ）、③クロア

チア（８億４，８００万ＫＭ／約４億３，３６０万ユ

ーロ）、④セルビア（７億５００万ＫＭ／約３億６，

０５０万ユーロ）、⑤オーストリア（６億９，７００

万ＫＭ／約３億５，６４０万ユーロ） 参考：日本

（１２５万４，０００ＫＭ／約６４万ユーロ） 

・輸入相手国上位５ヵ国（貿易額、１５年１月か

ら１１月）：①ドイツ（１７億６，２００万ＫＭ／約９

億１００万ユーロ）、②イタリア（１６億７００万Ｋ

Ｍ／約８億２，２００万ユーロ）、③セルビア（１

５億７，４００万ＫＭ／約８億５００万ユーロ）、

④クロアチア（１５億４００万ＫＭ／約７億６，９

００万ユーロ）、⑤中国（９億９，５００万ＫＭ／

約５億９００万ユーロ） 参考：日本（９，７４９万
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ＫＭ／約４，９８０万ユーロ） 

＊上記数値はいずれも原産国及び仕向国に

よる算出。 

 

●観光客数 

 ＢＨ統計局の発表によると、１５年１０月、Ｂ

Ｈには９７，０２１人（うち日本からは１，２８２人）

の観光客が訪れ、１４年１０月と比較して１３％

上昇した。 

 

（２）経済政策、公的事業 

●ブチッチ・セルビア首相がＲＳ電力公社の株

式購入への関心を表明（１日） 

 ブチッチ・セルビア首相は、もしもＲＳが関心

を示すのであれば、セルビアがＲＳ電力公社

「Elektroprivreda RS」社の株式購入に関心が

あると発言した。同首相は、セルビアが、モン

テネグロ電力供給ネットワークの１１％を既に

購入したことに言及し、域内での投資を拡大

する意向があると述べた。 

 

●ＲＳ政府と中国企業が水力発電所の建設に

関して覚書を締結（７日） 

 ＲＳ産業・エネルギー・開発省は、中国

「 China International Water and Electric 

Corporation （CWE）」社と、Ｄａｂａｒ水力発電所

の建設に関する覚書を締結した。同覚書は、

ＣＷＥ社が他社と共に同水力発電所の建設に

かかる協力と、今後の建設及び資材購入に関

する入札への参加を記したもの。Ｄａｂａｒ水力

発電所の建設は１億８，０００万ユーロ相当で、

２５０ＭＷを提供する予定の Gornji Horisonti

水力発電コンプレックスの一部となる。 

 

●ＢＨ連邦政府が７，０００万ＫＭ（約３，５８０

万ユーロ）分の公債を発行（８日） 

 公債は５年で、平均利率は２．７０５％。同公

債発行は、ＩＭＦによる融資を受けることが出

来なかったことによる予算の補填を目的として

いる。 

 

●ＢＨ電力公社が電力供給能力向上のため

の投資計画に言及（９日） 

 ＢＨ電力供給公社「Ｅｌｅｋｔｒｏｐｒｅｖｉｒｅｄａ BiH」

社は、１６－１８年経営計画に関して述べる中

で、同社が２０２３年までに１，３１４ＭＷ分の

電力供給能力を向上させるため、４８億ＫＭ

（約２４億５，４００万ユーロ）を発電設備建設

に投資することを計画していると伝えた。 

 このうち、１，０５０ＭＷ分は、トゥズラ火力発

電所ユニット７及びカカニ火力発電所ユニット

８等を含む火力発電所の建設によって補われ

る。 

 

●ＲＳ政府とイタリア企業が太陽光発電所の

建設について覚書を締結（１１日） 

 ＲＳ産業・エネルギー・開発省は、イタリア

「Building Energy」社と、太陽光発電所建設に

関して覚書を締結した。 

 

●オーストラリア企業がＢＨにおける石油及び

ガス探索事業に関心（１７日） 

ジンディッチＢＨ連邦エネルギー・鉱業・産

業大臣は、オーストラリア「Ｋｅｙ  Petroleum 

Ltd.」社が、「Shell Exploration Co.」社の撤退

後、ＢＨにおける石油及びガス探索事業に関

心を有しており、１６年１月に同社の代表らが

協議のためＢＨを訪問すると述べた。 
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（３）支援、援助 

●ＢＨ閣僚評議会が、欧州復興開発銀行（ＥＢ

ＲＤ）からの融資を承認（１１日） 

 ＥＢＲＤによる８，０００万ユーロ分の支援は、

高速道路「Ｖｃ回廊」の建設事業に供すること

を目的とする。同事業は、ドニャ・グラチャニツ

ァから北ゼニツァまでの高速道路建設等を対

象としている。 

 

●世銀が１６－２０年の国別パートナーシップ

枠組み（ＣＰＦ）を承認（１５日） 

 ＣＰＦは、ＢＨの迅速な復興を目的に提供さ

れる。ＣＰＦにおいては、①公共セクターの効

率性向上、②民間セクターの成長促進のため

の環境構築、③自然災害への抵抗力構築の

３分野に対して支援が行われる。ＣＰＦによる

融資は、改革の進行状況に応じて、４年間で７

億５，０００万米ドルが充てられる予定。 

 

●ＥＵが戦争犯罪の訴追支援に２９０万ユー

ロを拠出（２２日） 

 ＥＵによる支援は、ＢＨにおいて戦争犯罪の

審理を担当する、検察官、判事、捜査官等の

人員１４２名の給与として提供された。同支援

は、国家レベルの司法分野改革枠組み戦略

が採択されたことで実行された。 

 

（了） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


